
 

 

 

１１．｢ＩＴ革命への国の政策｣ 

本時のポイント 

１．ＩＴ革命が社会や国際関係に大きな影響を与えることから，国も多様な取り組みをしています。 

２．ここでは，その概要として，国の基本方針を示すＩＴ基本法，２００５年までにＩＴ先進国家を目

指して取り組んできたｅ-Ｊａｐａｎ，さらに，２０１０年に向けて日本をフロントランナーにしよ

うとするｕ-Ｊａｐａｎについて学習します。 

（１）ＩＴ基本法  

①ＩＴ基本法制定の背景 

工業化社会から情報化社会へと移行しつつあることは１９７０年

代頃からも指摘されていました

が，１９９０年代中頃からのイン

ターネットの爆発的な発展は，身

の回りの生活環境から産業や経

済にいたる広範囲な分野に急激

な変化を与え，ＩＴ革命といわれ

るようになりました。そしてＩＴ

革命により，高度情報化社会へ移

行するといわれました。 

ところが日本経済は，１９９０年からのバブルの崩壊とそれに続

く平成不況により，産業界

はＩＴ投資に消極的になり，

このＩＴ革命の波に乗り遅

れてしまいました。それが，

国際競争力の低下につなが

り，「失われた十年」とい

われるように，米国どころ
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か東南アジア諸国諸地域に比較しても遅れをとってしまいました。 

このような危機に及んで，日本政府もＩＴ革命に積極的な政策を

とるようになりました。いろいろな検討や提言が行われましたが，

本格的な政策としてＩＴ基本法が制定されました。 

②ＩＴ基本法の概要 

２０００年１１月に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」

（ＩＴ基本法）が成立，２００１年１月から施行されました。 

（定義） 

第１条 

 この法律は， 

 （状況認識） 

・情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅

な社会経済  構造の変化に適確に対応することの緊要性にかん

がみ， 

 （施策） 

・高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し，基本理念及び施策

の策定に係る基本方針を定め， 

・国及び地方公共団体の責務を明らかにし， 

並びに 

・高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）を

設置する 

とともに， 

・高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成に

ついて定める 

■高度情報通信

ネットワーク社

会形成基本法； 

http://www.ka

ntei.go.jp/jp/i

t/kihonhou/honb

un.html 
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   ことにより， 

 （目的） 

・高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重

点的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において 

 「高度情報通信ネットワーク社会」とは， 

  手段：インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通

じて 

  方法：自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手

し，共有し，又は発信することにより， 

  結果：あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能と

なる社会をいう。 

総則 

（あるべき社会） 

  すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現 

  経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化 

  ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現 

  活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上 

  利用の機会等の格差の是正 

（そのために） 

  社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応 

  国及び地方公共団体と民間との役割分担 
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  国及び地方公共団体の責務 

施策の策定に係る基本方針 

  高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進 

  世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 

  教育及び学習の振興並びに人材の育成 

  電子商取引等の促進 

  行政の情報化 

  公共分野における情報通信技術の活用 

  高度情報通信ネットワークの安全性の確保等 

  研究開発の推進 

  国際的な協調及び貢献 

 

（２）ＩＴ戦略本部とＥ－ＪＡＰＡＮ  

①ｅ－Ｊａｐａｎ戦略 

ＩＴ基本法により設置されたＩＴ戦略本部は，２００１年１月に

「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を取りまとめました。これは，ＩＴ基本法

の目的を実現するために，２００５年までに世界最先端のＩＴ国家

となることを目標に，基本理念と重点政策分野を示したものです。 

(a)超高速ネットワークインフラ整備  

２００５年までに，世界最高水準のネットワークを整備し，国民

にとって安価で使いやすいネットワークインフラ環境を実現する。

少なくとも 3000 万世帯が高速インターネット網に，また 1000 万世

帯が３０～１００Ｍbps の超高速インターネット網に常時接続可能

とする。そのために，電気通信事業における大幅な規制の見直しや

■ＩＴ戦略本部； 

http://www.ka

ntei.go.jp/jp/s

ingi/it2/index.

html 
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独占禁止法上の指針の策定等を通じた公正競争条件の整備，光ファ

イバ等の敷設の円滑化等の施策を推進する。  

 (b)電子商取引の促進  

２００２年ま

でに，電子商取

引を阻害する規

制の改革や電子

契約ルールや消

費者保護等に関

する法制整備を

行い，誰もが安

心して電子商取

引に参加できるようにして，電子商取引の大幅な普及を促進する。  

 (c)電子政府の実現  

２００３年までに，行政（国・地方公共団体）内部の電子化，官民

接点のオンライン化，行政情報のインターネット公開・利用促進，

地方公共団体の取組み支援等を推進し，電子情報を紙情報と同等に

扱う行政を実現し，幅広い国民・事業者の IT 化を促す。 

(d)人材育成の強化  

２００５年までに，

米国水準を上回る高

度な IT 技術者・研究

者を確保する。イン

ターネット接続環境

の整備による国民の

情報リテラシーの向

上を図る。  

■ＩＴ関連法律リ

ンク集； 

http://www.kant

ei.go.jp/jp/singi

/it2/hourei/link.

html 

http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/it-seisaku/ejapan-enkaku-1.gif
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この「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を各府省が実施する具体的施策に落と

し込むのが「重点計画」で，毎年それを策定してきました。そして，

実現の動向に合わせて，ｅ－Ｊａｐａｎ戦略を発展させてきました。  

 

 ２００１年１月 e-Japan 戦略  

２００１年３月 e-Japan 重点計画  

２００１年６月 e-Japan2002 プログラム  

２００２年６月 e-Japan 重点計画-2002  

２００３年７月 e-Japan 戦略 II  

２００３年８月 e-Japan 重点計画-2003  

２００４年２月 e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッケージ  

２００４年６月 e-Japan 重点計画-2004  

２００５年２月 ＩＴ政策パッケージ-2005  

２００６年１月 ＩＴ新改革戦略  

２００６年７月 重点計画-2006   

２００７年４月 IT 新改革戦略 政策パッケージ 

２００７年７月 重点計画-2007 

 

 

 

 

 

 

■ＩＴ戦略本部； 

http://www.kantei.g

o.jp/jp/singi/it2/ind

ex.html 
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②ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ 

２００３年になると，「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」で目標とした高速・

超高速ネットワークの普及は，ＡＤＳＬなどのサービスが低価格に

なり高速化したことにより，既に達成されました。また，電子政府

の構築は，総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ），認証基盤などイ

ンフラ整備，申請・届出手続きなどの電子化の取り組みが進められ

ている状況で，インフラ整備は順調に進んでいると認識されるよう

になりました。 

       目標（２００５年まで）   ２００３年時点での実績 

   高速   ３,０００万世帯      ＤＳＬ  ３,５００万世帯 

                     ＣＡＴＶ ２,３００万世帯 

   超高速  １,０００万世帯      ＦＴＴＨ １,７７０万世帯 

    総務省・ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会 

「ｕ－Ｊａｐａｎ政策～2010 年ユビキタスネット社会の実現に向

けて～」2004 年 12 月 

このようなインフラは整備されたのですが，行政の効率性の分野

では未だ国際的に遅れており，ＩＴインフラだけでなく経営全般の

改革・推進が必要になっています。 

それで，「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」では，これらのインフラを活

用して，国民が便利さを実感できる仕組みを構築することを重視し

ました。具体的には，「医療」「食」「生活」「中小企業金融」「知」

「就労・労働」「行政サービス」の７つの分野で先導的な取り組み

を実施する目標を掲げました。また，利用者の視点に立って便利な

これらの仕組みを実現しつつ，重複投資や無駄の排除を進めること

が，新たな価値を創造する社会・経済システムへの移行の基盤とな

ると指摘しています。 

■ｅ－Ｊａｐａｎ

戦略Ⅱ； 

http://www.kant

ei.go.jp/jp/singi

/it2/kettei/ejapa

n2/030702gaiyou.h

tml 
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③ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ加速化パッケージ 

２００４年になると，目

標の２００５年までの期間

が少なくなり，問題点と優

先すべき施策を明確にする

ことが必要とされ，次のＡ

～Ｆ（語呂合わせになって

いる）について，各府省の

連携を一層強化して取り組

むことを重視した「ｅ－Ｊ

ａｐａｎ戦略Ⅱ加速化パッ

ケージ」が決定されました。 

(a)(Ａ：Asia)アジア等ＩＴ分野の国際戦略  

日―ＡＳＥＡＮ東京宣言の「相互に利益をもたらす情報通信技術

協力計画の実現を通じ，アジアにおける情報通信網及びその流通量

の拡大及び深化に協力する」及び日―ＡＳＥＡＮ行動計画の内容を

踏まえ，より一層強力に，国際政策を推進する。  

(b)（Ｂ：Block and Back-up: Security）セキュリティ（安全・安

心）政策の強化  

公共分野・重要インフラの情報セキュリティ強化と人的基盤の充

実，ＩＴの活用による国民生活，社会・経済活動の安全・安心の確

保を図る。  

(c)（Ｃ：Contents）コンテンツ政策の推進  

著作権法上の裁定制度の利用促進など既存コンテンツの再利用の

促進，著作権制度では放送とインターネット配信の位置付けの明確

化，プロデューサーやクリエーターの育成などを図る。  

(d)（Ｄ：Deregulation）ＩＴ規制改革の推進  

■ｅ－Ｊａｐａｎ

戦略Ⅱ加速化パッ

ケージ； 

http://www.kant

ei.go.jp/jp/singi

/it2/kettei/04020

6honbun.html 
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法令により民間に保存が義務付けられている文書・帳票の電子保

存が可能なように法律改訂，診療情報の電子化など医療分野でのＩ

Ｔ利用促進などを図る。  

(e)（Ｅ：Evaluation）評価  

これまでの取組み状況を民間の立場からの評価を e-Japan 重点計

画-2004 に反映させるとともに，利用者の視点に立った成果重視の

観点で評価することを基本方針とし，ＰＤＣＡのサイクルをe-Japan

戦略の中に定着させる。  

(f)（Ｆ：Friendly e-government and e-local government）電子政

府・電子自治体の推進  

ＩＴの活用による国民の利便性の向上，行政の効率化や電子自治

体構築に向けた取組みの促進などを図る。  

④ＩＴ政策パッケージ-2005 

目標の最終年にあたり，利用者の視点でラストスパートをかける

とともに，引き続き世界最先端であり続けるための取組みを行って

いくために，ＩＴ利用・活用を一層進め，国民がＩＴによる変化と

恩恵を実感できる社会の実現に向けて取り組むことを示したもので

す。行政サービス（利用者本位の行政サービス），医療（安全・安

心で高度な医療），教育・人材（高度な教育と多様な学習スタイル），

生活（安全で便利な生活），電子商取引（高付加価値化による市場

の創出・活性化），情報セキュリティ・個人情報保護（安心・安全

なＩＴ利用環境），国際政策（アジアを世界の情報ハブへ），研究

開発（次世代の知が生み出される社会）の各分野において，どの府

省庁がいつまでに何をするかを具体的に示しています。 

 

 

 

■ＩＴ政策パッケ

ージ-2005； 

http://www.kant

ei.go.jp/jp/singi

/it2/kettei/05022

4/050224pac.html 
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⑤ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ 

(a) 効率性・生産性向上と新価値の創出 

社会経済活動の分野では，人口減少の局面においても，日本経済が

安定的な成長を続けていくためには，経済全体としての生産性を大

幅に向上させることが重要である。このためには，ＩＴの活用によ

り，公的部門，民間部門を問わず，社会の多様な分野において，効

率性・生産性向上，新たな付加価値の創出を図ることが必要である。

すなわち，ＩＴは社会全体の生産性向上等の改革を実現するために

重要な役割を果たすものであり，ＩＴをエンジンとして，社会的な

イノベーションの実現を目指すことが必要である。 

 (b) 健全で安心できる社会の実現 

 また，国民生活の分野では，老後や暮らしに心配なく，老若男女

を問わず全ての人が安心して質的にも豊かな生活を送ることができ

る社会を実現することが重要である。 

2007 年から，いわゆる「団塊の世代」が 60歳に到達し，大量の定

年退職者が出ることが見込まれており，ＩＴの活用により，老後を

健康で安心して暮らせるように医療，社会保障分野等の改革を推進

していく必要がある。 

(c) 創造的発展基盤の整備 

 さらに，こうした効率性・生産性の向上，健全で安心できる社会

の実現といったＩＴによる改革を進めることにより，将来の創造的

発展を図るためには，社会経済活動や国民生活に必須となった，「い

つでも，どこでも，何でも，誰でも」使えるデジタル・デバイドの

ないインフラであるユビキタス・ネットワークや世界最先端の利活

用が可能なモバイル等のＩＴ基盤の一層の高度化や未来の我が国の

成長を担う「頭脳」である高度ＩＴ人材の育成等の発展基盤の整備

が重要である。 
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（３）Ｕ -ＪＡＰＡＮ  

①ユビキタスネット社会 

ユビキタス（ubiquitous）とは「（神のごとく）遍在する」とい

う意味です。ユビキタスネット社会とは，どこでも，いつでも，情

報機器の存在を意識せずに利用できるほど日常生活に溶け込んだ状

態のことをいいます。携帯電話や情報家電などの製品でもなく，コ

ンピュータやネットワークなどの個別技術でもなく，それらをイン

フラとした社会を構築する環境であると認識するのが適切です。人

間と情報機器（ネットワークも含む）との共生社会であり，ＩＴ革

命の目指す高度

情報化社会とは，

ユビキタスネッ

ト社会の実現で

あるともいえま

す。 

 

 

②ｕ－Ｊａｐａｎ政策パッケージ 

「２００５年までに世界最先端のＩＴ国家となる」というe-Japan

戦略の目標は，インフラ面を中心に達成が目前になってきたが，一

方，２００６年以降に到来する本格的な少子高齢化社会では，解決

すべき課題が山積みしています。そして，それらの課題解決には，

社会基盤として定着しつつあるＩＣＴの利活用が切り札となると期

待されています。 

総務省は，ユビキタスネット社会の実現に向けて，その具体的な

姿や実現のための政策について検討を行うために，２００４年３月

から「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」を開催し

てきましたが，２００４年１２月に最終報告書として，「ｕ－Ｊａ

■Ｕ-ＪＡＰＡＮ政

策； 

http://www.soum

u.go.jp/menu_02/i

ct/u-japan/index.

html 

■ｕ－Ｊａｐａｎ

政策パッケージ； 

http://www.soum

u.go.jp/menu_02/i

ct/u-japan/new_pl

cy_pckg.html 
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ｐａｎ政策」をとりまとめました。これは，２０１０年をターゲッ

トとして，次世代ＩＣＴ社会（ｕ－Ｊａｐａｎ）を明確に打ち出す

とともに，その実現へ向けて必要な政策パッケージ（ｕ－Ｊａｐａ

ｎ政策）を示したものです。 

これまでのｅ－Ｊａｐａｎでは，２００５年までに世界最先端の

ＩＴ国家になるためのキャッチアップが目標でしたが，ｕ－Ｊａｐ

ａｎでは２０１０年までにフロントランナーとしての先導的立場に

なることを目標としています。 

そして，ｕ－Ｊａｐａｎは，次の特質を備えた２０１０年の次世代

ＩＣＴ社会であるとしています。 

   Ubiquitous（ユビキタス）：あらゆる人や物が結びつく 

   Universal（ユニバーサル）：人に優しい心と心の触れ合い 

   User-oriented（ユーザ）：利用者の視点が融けこむ 

   Unique（ユニーク）：個性ある活力が湧き上がる 

２０１０年までにｕ－Ｊａｐａｎを実現するための国の政策を次

の三本柱にまとめ，それらをパッケージとして総合的に推進するこ

とにしています。 

・ユビキタス・ネットワークの整備：国民の１００％が高速または

超高速を利用可能に 

・ＩＣＴ利活用の高度化：国民の８０％がＩＣＴは課題解決に役立

つと評価する社会に 

・利用環境整備：国民の８０％がＩＣＴに安心感を得られる社会に 

本時の重要事項 

１．２０００年１１月に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」（ＩＴ基本法）が成立，２００１

年１月から施行されました。 

■ｕ－Ｊａｐａｎ

利用イメージ； 

http://www.soum

u.go.jp/menu_02/i

ct/u-japan/j_r-me

nu_u.html 


